
令 和 ４ 年 ７ 月 2 9 日 

福  島  労  働  局 

 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う厚生労働省（福島労働局）の支援措置について 

 

１ 「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」の設置について（別添

１参照） 

 令和２年２月 14 日から福島労働局雇用環境・均等室等に「新型コロナウイルス感染症

の影響による特別労働相談窓口」を設け、相談を受け付けています。 

 

２ 雇用調整助成金等の特例措置等について（別添２、３参照） 

  新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の

特例措置等を講じているところですが、この措置は令和４年９月 30 日まで延長されまし

た。 

令和４年９月 30 日までは、特に業況が厳しい事業主については現行の上限額を継続し

ますが、令和４年４月以降の休業について業況特例の申請を行う際は、申請の都度、業

況の確認を行いますので、売り上げ等の生産指標の提出が必要になります。   

 

３ 雇用調整助成金対象期間の延長について（別添４参照） 

新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主は、雇用調整

助成金が１年を超えて引き続き受給することができます。 

  １年を超えて引き続き受給することができる期間は、令和４年９月 30 日まで延長され

ました。 

 

４ 雇用調整助成金の短時間休業の活用について（別添５参照） 

  例えば、飲食店が知事からの営業時間短縮の要請に協力し、閉店時間を早め、所定労

働時間の一部について休業とする場合にもご活用いただけます。 

※短時間休業とは１日の所定労働時間のうち一部を休業することをいいます。 

 

５ 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる休業期間及び申請期

限について（別添６参照） 

  新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により休業を余儀

なくされた中小企業の労働者等のうち、休業中に賃金（休業手当）を受けることができ

なかった方に対する支援金・給付金については、郵送またはオンラインによる申請の受

付を行っています。 

今般、対象となる休業期間について、令和４年９月 30 日まで延長されました。 

 

６ 産業雇用安定助成金について（別添７、８、９、１０参照） 

  産業雇用安定助成金は、コロナ禍において事業活動の一時的な縮小を余儀なくされ、

労働者の雇用を在籍出向により維持するために、労働者を送り出す事業主（出向元）及

び当該労働者を受け入れる事業主（出向先）に対して、一定期間の助成を行うものです。 

  令和３年８月１日から、資本的・経済的・組織的関連性などからみて独立性が認めら



れない事業主間で実施される出向も一定の要件を満たせば助成対象になります。 

 

７ トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコース）

のご案内について（別添１１、１２参照） 

「トライアル雇用助成金（新型コロナウイルス感染症対応（短時間）トライアルコー

ス）」は、ハローワーク等の紹介日において離職しており、これまで経験のない職業に就

くことを希望している求職者を、無期雇用へ移行することを前提に、原則３ヶ月間試行

雇用できる制度です。 

令和４年４月 1 日から、これまでに雇用調整助成金を受給していない場合等に、支給

額を増額します。 

 

８ 小学校休業等対応助成金・支援金について（別添 13、14、15 参照） 

新型コロナウイルス感染症に係る小学校の臨時休業等により仕事を休まざるをえなく

なった保護者の皆様を支援する小学校休業等対応助成金・支援金については、令和３年

８月から令和４年６月までに取得した休暇について支援を行なってきましたが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大が収まらないことから、令和４年７月１日～令和４年９月 30 日

の期間について支援対象（延長）となりました。 

  なお、小学校休業等対応助成金は雇用環境・均等室において、小学校休業等対応支援

金は、学校等休業助成金・支援金受付センターにおいて申請を受け付けています。 

また、令和４年６月末までとなっている雇用環境・均等室の「小学校休業等対応助成

金に関する特別相談窓口」の設置期間についても、令和４年９月 30 日まで延長して相談

を行っておりますが、上記助成金・支援金の延長に伴い、更に延長することとしており

ます。 

 労働局からの本助成金の活用の働きかけに事業主が応じていただけない場合に、新型

コロナウイルス感染症休業支援金・給付金の仕組により、労働者が直接申請できる個人

申請の手続きについて、休業させたことの確認が事業主から得られなければ個人申請を

行なえない運用となっていたところを改め、労働局は、事業主が休業させたことの確認

が得られない場合でも、まずは申請を受け付け、引き続き事業主に休業させたことの確

認を行うこととなっています。 

    

９ 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金につ

いて（別添 16 参照） 

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、

休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給（年次有給休暇で支払われる

賃金相当の６割以上）の休暇制度を設け、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康

管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を令和４年４月から令和５年３月 31 日

までに合計５日以上労働者に取得させた事業主に対して 15 万円を助成します。支給申請

書の提出期間は、令和５年５月 31 日までとなります。当該助成金は、雇用環境・均等室

において申請を受け付けます。 

 

10 両立支援等助成金「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇

取得支援コース」について（別添 17 参照） 

  新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により、



休業が必要とされた妊娠中の女性労働者（雇用保険被保険者に限る）が取得できる有給

（年次有給休暇で支払われる賃金相当の６割以上）の休暇制度を設け、新型コロナウイ

ルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を含めて社内に周知し、当該休暇を令和４

年４月から令和５年３月31日までに合計20日以上労働者に取得させた事業主に対して、

対象労働者 1人当たり 28.5 万円（１事業場あたり５人まで）を助成します。支給申請書

の提出期間は、令和５年５月 31 日までとなります。当該助成金は、雇用環境・均等室に

おいて申請を受け付けます。 

 

11 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」

について（別添 18 参照） 

新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給休暇制度を設

け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知し、当該休暇の利

用者が出た中小企業事業主に対して、有給休暇取得日数が５日以上 10 日未満について

20 万円、有給休暇取得日数が 10 日以上について 35 万円を助成します。対象となる休暇

の取得期間は、令和４年４月１日から令和５年３月 31 日までです。申請期限は支給要件

を満たした翌日から起算して２か月以内となります。当該助成金は、雇用環境・均等室

において申請を受け付けます。 

 

 

 



新 型 コ ロ ナ 感 染 症 の 影 響

に よ る 特 別 労 働 相 談 窓 口
１ 特別労働相談窓口
（１）一般的な労働相談

ア 相談窓口 ： 総合労働相談コーナー（福島市霞町１－４６福島合同庁舎５階 雇用環境・均等室内）
電話番号 ： ０２４－５３６－４６００

０８００－８００－４６１１（フリーダイヤル：労働者専用）
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

イ 相談窓口 ： 郡山総合労働相談コーナー（郡山市桑野２－１－１８ 郡山労働基準監督署内）
電話番号 ： ０２４－９００－９６０９（令和２年４月１日より）
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

※県内の労働基準監督署内にある総合労働相談コーナーでも相談を受け付けています(別紙参照)。

（２）賃金や休業手当に関する相談
ア 相談窓口 ： 労働基準部 監督課（福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎５階）

電話番号 ： ０２４－５３６－４６０２
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

イ 相談窓口 ： 郡山労働基準監督署（郡山市桑野２－１－１８）
電話番号 ： ０２４－９２２－１３７０
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分
※県内の労働基準監督署でも相談を受け付けています(別紙参照)。

（３）雇用調整助成金に関する相談
ア 相談窓口 ： 雇用調整助成金、産業雇用安定助成金コールセンター

電話番号 ： ０１２０－６０３－９９９（フリーダイヤル）
受付時間 ： ９時００分～２１時００分（土日祝日も実施）

イ 相談窓口 ： ハローワーク福島（福島市狐塚１７－４０）
電話番号 ： ０２４－５３４－４１２１

（自動音声による案内が放送されますので、３２＃をプッシュしてください。）
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分
※県内のハローワークでも相談を受け付けています(別紙参照)。

（４）新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に関する相談
相談窓口 ： 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話番号 ： ０１２０－２２１－２７６（フリーダイヤル）
受付時間 ： ８時３０分～２０時００分（月～金）

８時３０分～１７時１５分（土日祝）

（５）新卒者内定取消、入職時期の繰り下げに関する相談
ア 相談窓口 ： 福島新卒応援ハローワーク（福島市曽根田町１－１８ ＭＡＸふくしま５階）

電話番号 ： ０８００－８００－７６４９（フリーダイヤル）
受付時間 ： １０時００分～１８時３０分

イ 相談窓口 ： 郡山新卒応援ハローワーク（郡山市駅前２－１１－１ ビックアイ・モルティ４階）
電話番号 ： ０８００－８００－４６３４（フリーダイヤル）
受付時間 ： １０時００分～１８時３０分

※県内のハローワークでも相談を受け付けています(別紙参照)。

（６）派遣労働者に関する相談
相談窓口 ： 職業安定部 需給調整事業室（福島市霞町１－４６ 福島合同庁舎４階）
電話番号 ： ０２４－５２９－５７４６
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

（７）母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の労働者に関する休暇取得支援助成金などの相談
相談窓口 ： 雇用環境・均等室
電話番号 ： ０２４－５３６－４６０９
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

別添１



厚生労働省 福島労働局

（８）両立支援助成金 介護離職防止支援コース「新型コロナウイルス感染症対応特例」に関する相談
相談窓口 ： 雇用環境・均等室
電話番号 ： ０２４－５３６－４６０９
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

（９）小学校休業等対応助成金、小学校休業等対応支援金に関する相談
相談窓口 ： 小学校休業等対応助成金・支援金コールセンター
電話番号 ： ０１２０－８７６－１８７（フリーダイヤル）
受付時間 ： ９時００分～２１時００分（土日・祝日も実施）

（10）学校等の臨時休業に伴う病気休暇等の特別休暇導入に関する相談
相談窓口 ： 働き方・休み方改善コンサルタント（※）（雇用環境・均等室内）
電話番号 ： ０２４－５３６－４６０９
※就業規則の整備支援等を行っています。企業訪問によるコンサルティング（無料）が利用できます。
受付時間 ： ８時３０分～１７時１５分

２ 労働相談以外の相談窓口
厚生労働省の電話相談窓口 ０１２０－５６５ー６５３（フリーダイヤル）

受付時間 ： ９時００分～２１時００分（土日祝日も実施）



                                        (別紙)  

 

労働基準監督署 

労働基準監督署 住  所 電 話 番 号 

福島労働基準監督署 福島市霞町1-46 福島合同庁舎1 階 024-536-4611 

郡山労働基準監督署 郡山市桑野2-1-18 024-922-1370 

いわき労働基準監督署 いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎４階 0246-23-2255 

会津労働基準監督署 会津若松市城前2-10 0242-26-6494 

白河労働基準監督署 白河市郭内1-136 白河小峰城合同庁舎５階 0248-24-1391 

須賀川労働基準監督署 須賀川市旭町204-1 0248-75-3519 

喜多方労働基準監督署 喜多方市諏訪91 0241-22-4211 

相馬労働基準監督署 相馬市中村字桜ヶ丘68 0244-36-4175 

富岡労働基準監督署 双葉郡富岡町中央２丁目104 0240-22-3003 

 

 

 

ハローワーク（公共職業安定所） 

ハローワーク 住  所 電 話 番 号 

ハローワーク福島 福島市狐塚17-40 024-534-4121 

ハローワークいわき いわき市平字堂根町4-11 いわき地方合同庁舎１階 0246-23-1421 

ハローワーク会津若松 会津若松市西栄町2-23 0242-26-3333 

ハローワーク南会津 南会津郡南会津町田島字行司12 0241-62-1101 

ハローワーク喜多方 喜多方市字千苅8374 0241-22-4111 

ハローワーク郡山 郡山市方八町2-1-26 024-942-8609 

ハローワーク白河 白河市郭内1-136 白河小峰城合同庁舎１階 0248-24-1256 

ハローワーク須賀川 須賀川市妙見121-1 0248-76-8609 

ハローワーク相双 南相馬市原町区桜井町1-127 0244-24-3531 

ハローワーク二本松 二本松市若宮2-162-5 0243-23-0343 

 



　    福島労働局「新型コロナウイルス感染症の影響による特別労働相談窓口」の相談状況

R２/２/14～
３/31 令和2年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月 令和3年度 R4/4月 ５月 ６月

7/1～
7/22 総計

事業主 861 12,973 360 423 398 260 310 280 246 199 129 179 330 270 3,384 203 172 114 61 17,707

労働者 148 2,688 132 137 88 77 116 128 86 45 32 84 130 114 1,169 116 103 92 46 4,316

社会保険労務士 143 2,568 70 84 73 41 59 82 51 35 30 58 72 78 733 52 57 27 17 3,580

その他 118 838 17 8 12 6 21 13 9 10 4 7 11 19 137 13 9 4 0 1,119

合計 1,270 19,067 579 652 571 384 506 503 392 289 195 328 543 481 5,423 384 341 237 124 26,846

２/14～
３/31 令和2年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月 令和3年度 R4/4月 ５月 ６月

7/1～
7/22 総計

雇用調整助成金 636 14,724 375 395 421 262 291 309 268 222 159 190 277 254 3,423 182 137 121 64 19,223

休業 190 1,610 44 43 25 17 58 32 11 6 2 30 45 21 334 21 18 21 8 2,194

保護者の休暇取得支援
（助成金） 209 266 37 60 18 11 30 36 14 1 0 34 146 136 523 130 118 53 31 1,299

解雇・雇い止め 27 457 13 6 7 7 12 5 6 3 0 13 9 3 84 4 1 0 1 573

賃金 22 383 13 12 7 13 20 22 9 3 6 12 18 8 143 5 8 2 0 563

休暇 80 134 2 3 3 2 14 13 2 2 2 7 14 5 69 9 8 1 0 301

安全衛生 22 113 4 1 2 0 4 3 2 2 0 4 2 1 25 1 0 1 0 162

労働時間 12 111 4 9 3 2 5 2 2 1 1 1 4 4 38 2 4 0 1 167

雇用保険 8 125 3 1 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0 13 0 0 0 0 146

その他 138 1,697 103 146 98 83 99 97 84 54 25 51 51 55 946 38 56 39 20 2,914

合計 1,344 19,620 598 676 585 398 535 521 398 294 195 342 569 487 5,598 392 350 238 125 27,667

相談者数

相談内容



２/14～
３/31 令和2年度 4月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 1月 ２月 ３月 令和3年度 R4/4月 ５月 ６月

7/1～
7/22 総計

製造業 218 3,072 33 42 44 23 30 31 42 59 22 23 63 68 480 24 18 10 9 3,822

飲食業 99 1,955 37 41 24 43 69 62 56 43 31 39 59 49 553 28 19 13 11 2,667

卸売業、小売業 102 1,027 9 14 14 7 25 13 10 9 7 20 20 20 168 6 9 2 2 1,314

医療、福祉 56 598 32 21 20 8 20 16 9 4 3 12 39 21 205 23 20 10 8 912

宿泊業 118 549 17 14 6 2 5 8 6 8 3 10 8 11 98 6 2 5 3 778

道路旅客運送業 56 426 5 4 4 7 9 11 4 6 2 4 6 5 67 3 2 2 1 556

労働者派遣業 39 401 9 6 2 3 2 3 2 0 2 4 0 6 39 3 7 4 2 493

道路貨物運送業 27 235 8 7 2 10 11 10 11 8 5 6 9 6 93 0 1 2 1 358

建築サービス業 16 144 1 8 0 0 10 3 3 1 1 5 4 2 38 2 2 2 2 204

旅行業 23 109 2 0 1 3 1 3 1 1 1 1 1 5 20 2 1 1 0 156

その他 520 10,557 426 495 454 278 324 343 248 150 118 204 334 288 3,662 287 261 186 85 15,473

合計 1,274 19,073 579 652 571 384 506 503 392 289 195 328 543 481 5,423 384 342 237 124 26,857

業　種
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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金（概要）
概要
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが

できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、
令和４年１月１日から令和４年９月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等
のうち、休業期間中の賃金（休業手当）の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者ではない方も対象

主な内容
１ 対象者

２ 支援金額の算定方法
休業前の１日当たり平均賃金 × 80％×（各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数）

① １日当たり支給額
（8,265円※（令和４年８月以降は変更後の基本手当日額の上限額）が上限）

※ 緊急事態措置又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の知事の要請を受けて
営業時間の短縮等に協力する新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条
に定める施設（飲食店等）の労働者については、令和４年１月１日～令和４年
９月30日の期間において11,000円。
また、令和４年８月以降の日額上限額は、基本手当日額の上限額（変更後の雇用保険法第17条第４項第２号ロに定める額に100分の50を乗じて得た額）を適用する。

３ 申請期限

４ 問合せ先
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター：0120-221-276（受付時間 月～金 8:30～20:00／土日祝 8:30～17:15）

・１日８時間から３時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合
でも、１日４時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。

・週５回から週３回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。
（就労した日は休業実績から除く。）

休業した期間 申請期限（郵送の場合は必着）

令和４年１月～６月 令和４年９月30日（金）

令和４年７月～９月 令和４年12月31日（土）

※ 既申請分の支給（不支給）決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる方は、支給（不支給）決定が行われた日から１か月以内に申請があれば、受付可能。

② 休業実績
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseij
oseikin_20200410_forms.html
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyouchouseij
oseikin_20200410_forms.html
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